別表第２（第７条関係）
	区分
	補助金額
	限度額

	（１）中小企業等が高度安全機械を新たに購入する事業を実施するとき
	補助対象経費の１００分の３０
	５００万円

	（２）山村地域に立地する中小企業等又は豊田市と公共土木施設防災安全協定を締結している中小企業等が高度安全機械を新たに購入する事業を実施するとき
	補助対象経費の１００分の４０
	

	（３）山村地域に立地し、かつ豊田市と公共土木施設防災安全協定を締結している中小企業等が高度安全機械を新たに購入する事業を実施するとき
	補助対象経費の１００分の５０
	

	（４）中小企業等が遠隔操作式機械を新たに購入する事業又は遠隔操作システム等を購入し既存の車両系建設機械に登載することで遠隔操作式機械に改修する事業を実施するとき
	補助対象経費の１００分の３０
	１，０００万円

	（５）山村地域に立地する中小企業等又は豊田市と公共土木施設防災安全協定を締結している中小企業等が遠隔操作式機械を新たに購入する事業若しくは遠隔操作システム等を購入し既存の車両系建設機械に登載することで遠隔操作式機械に改修する事業を実施するとき
	補助対象経費の１００分の４０
	

	（６）山村地域に立地し、かつ豊田市と公共土木施設防災安全協定を締結している中小企業等が遠隔操作式機械を新たに購入する事業又は遠隔操作システム等を購入し既存の車両系建設機械に登載することで遠隔操作式機械に改修する事業を実施するとき
	補助対象経費の１００分の５０
	



